
生徒指導通信 No.11                 令和６年１２月２５日 

生徒指導だより 自主性をもって行動できる鴨中生を目指して 

全校生徒のみなさんから出た意見を集約し、代議員会で審議した案のもと、服装等検

討委員会を実施して生徒・保護者・先生で、よりよい学校生活を送るために審議しまし

た。以下の項目が主な変更点になります。自分だけでなく、周りの人と一緒に心地よい

学校に向けて全員で取り組んでもらえたと思います。 

【服装等検討委員会での審議結果】 

 ⑴ ポロシャツの裾を出したままでの生活を認めてほしい。 

→継続して認める。 

 ⑵ 女子のネクタイを廃止 

→来年度から廃止、今ある生徒は学年で統一する（２・１年） 

 ⑶ セーターやカーディガンでの生活を認めてほしい。（授業中）条件付き：袖から 

手を出すこと・丈は腰を超えないこと。セーターの丸首も可とする。 

   →認める。ただし、あくまで冬服でも寒い場合の防寒着なので、登校時のセータ

ーだけは認めない。 

 ⑷ 汗拭きシートを認めてほしい。 

   →認めない。 

 ⑸ 靴の色を白・黒・グレー・紺を認めてほしい。 

靴のライン・マークの許可してほしい。  

   →白・黒・グレー・紺を認め、その色を基調としていればワンポイントやライン

も構わない。※体育もあるのでスニーカーは×は変わらない。 

⑹ かばんにキーホルダーの着用を認めてほしい。 

   →却下 

⑺ 肌着の色を黒も認めてほしい。 

   →肌着の色の指定は無くす※柄物は認めない。 

⑻ 女子のブラウスだけの生活を認めてほしい。 

   →ブラウスだけでも構わない。（選択制） 

⑼ ツーブロックを認めてほしい。 

   →頭髪全体のバランスが不自然でないようにする。 

（極端に短く刈り上げたり、剃り込みを入れたりは認めない） 

段差を付けたりするような頭髪は認めない。 線の部分を削除 

⑽ お団子を認めてほしい。 

   →却下 

 

       

      みんなで新しいルールを守っていくカモ。 


